
下記のＷＥＢ上の申込フォームにアクセスの上，御登録をお願いします。入力に不備が

ある場合は，特設サイトに掲載されない可能性があります。

申込後，事務局から送られてくるスターターキットの中のポスター，店頭POPの掲示をお願いします。

観光の再開を見据え，持続可能な京都観光を実現するために，市民や観光客に対して，訪問先の

地域や環境に与える影響を自覚して行動する観光の周知・理解を促進することを目的に，

KYOTO again! ～京のため，明日のためにできること～キャンペーンを実施しております。

キャンペーン参加者に特別なプランやサービス（以下「特典」）を御提供可能な店舗を募集！

キャンペーンに参加いただくと

▶ プレゼント抽選券（食事券や宿泊券など京都への再来訪を促すプレゼントへの抽選券）をお渡しします。

誘客促進のツールとして御活用ください。

▶ 店舗の情設を特別ウェブサイトに掲載します。

「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」の認証店の場合，その旨を表示します。

▶ キャンペーン情報を電車の中吊りや駅貼りポスター，京都観光Navi，ＳＮＳ等の多様な媒体でＰＲします。

④特典の利用

④要件を確認のうえ，特典を提供
④利用者にプレゼント抽選券を配布

⑥（当選の場合）
プレゼントを送付京都市

観光協会

〈キャンペーン参加者〉
〈参加店舗〉

特設
ウェブサイト

②特設ウェブサイトへの情報掲載
②配布用のプレゼント抽選券をお渡し

①参加申請 ③参加申請

キャンペーンに参加いただける店舗を大募集！

申込方法

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
概 要

実施期間：2021年12月31日（金）まで
※新型コロナウイルス感染状況により，キャンペーンを中止又は内容を変更する場合があります。

※ＷＥＢ上での申込が難しい場合は，

左記の事務局まで御相談ください。

KYOTO again! ～京のため，明日のためにできること～キャンペーン

⑤プレゼント抽選

【主催】京都市，公益社団法人京都市観光協会

【協力】公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー
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⑦実績報告

＜申込に関するお問い合わせ＞

キャンペーン事務局（コンベンションビューロー内）
 075-708-3239 （平日 午前9時～午後5時

https://form.run/@kankou-moral

申込フォームはQRコード又は
WEBから登録

公式サイト

KYOTO again

https://kankou-moral.kyoto.travel

https://form.run/@kankou-moral


・ 京都観光行動基準（京都観光モラル）とは，持続可能な京都観光をともに創りあげるため，

観光事業者・従事者，観光客，市民それぞれに大切にしていただきたい行動を掲げたもの。

【詳しくはコチラ】

https://www.kyokanko.or.jp/kyoto_tourism_kodokijun/

① 新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底しているとともに，「新型コロナウイルス感染

拡大予防ガイドライン推進宣言ステッカー」または，「京都府新型コロナウイルス感染防

止対策認証制度の認証」を取得済，または申請中であること

応募資格

主な参加条件

④ 特設ウェブサイト等への掲載に必要な情報や画像を提供すること

② 京都観光モラルを読み，地域活動への協力，観光客への質の高いサービス・商品の提供，

災害等に備えた事業活動など京都観光モラル沿った行動に努めるとともに，市民や観光客

への周知・実践に協力すること

・ 申込フォームにおいて，キャンペーン特設ウェブサイトへの掲載に必要な情報や画像

を提供いただきます。

③ キャンペーン対象者を確認したうえ，特典及びプレゼント抽選券を提供すること

・ キャンペーン参加登録証（LINE）及びワクチン接種証明又はＰＣＲ検査等陰性証明を

確認のうえ，特典及びプレゼント抽選券を提供いただきます。

⑤ 実績を報告すること

・ キャンペーン終了後，特典の利用件数（プレゼント抽選券配布枚数）及び一人当たり平均

利用額を御報告いただきます。

※残ったプレゼント抽選券は後日返却いただきます。
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 市内に所在する飲食店・小売店（土産物店）等

 次に該当する者は対象としない。

 京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者

 当協会の公益法人としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者

事務手数料について

京都観光行動基準（京都観光モラル）の普及啓発や，店頭でのキャンペーン参加登録証の確
認等への事務手数料として，事業終了後，必要な実績報告をいただいた店舗に対し，１店舗
あたり２０，０００円を交付します（大企業・みなし大企業を除く）。
ただし，予算が上限を超えた場合，支給額を減額する可能性がございます。あらかじめ御了
承ください。


